
今井介護医療院 重要事項説明書 

（令和８年４月１日現在） 

当施設について、施設の概要及び提供するサービスの内容、入所にあたりご注意いただきたいこと等を

ご説明いたします。疑問点、ご不明な点等がございましたら、遠慮なくお尋ねください。 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

施設名 今井介護医療院 

開設者 医療法人 杏林会 

開設年月日 平成３１年３月１日 

所在地 栃木県足利市田中町 100番地 

電話番号 ０２８４（７１）０１８１ 

管理者名 上原 英輔 

介護保険指定番号 介護医療院（第０９Ｂ０２０００１１号） 

入所定員 ３７名（個室 ５室、４人室 ８室） 

 

（２）介護医療院の目的と施設理念 

介護医療院は、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要な方に対し、施設サービ

ス計画に基づいて、療養上の管理、看護・医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要

な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とした施設です。 

この目的に沿って、以下の施設理念を定めています。 

［施設理念］ 

ご利用者の皆様の生活の質の向上が図れるように、私たちは、看護・介護サービスと快適な療

養環境の提供に努めます。そして利用者様のみならずご家族様に納得してご利用いただける施設

を目指します。 

 

（３）施設の職員体制 

職  種 人  数 常勤換算 業務内容 

医師 1名以上 0.37名以上 医療管理 

看護師 6名以上 6名以上 看護業務 

介護職員 6名以上 6名以上 介護業務 

介護支援専門員 1名以上 1名以上 ケアプランの立案 

薬剤師 1名以上 0.123名以上 薬剤業務 

管理栄養士 1名 1名 栄養管理、栄養マネジメント 

リハビリテーションスタッフ 1名以上 1名以上 リハビリテーション 

※常勤換算 ： 介護医療院に従事する勤務時間が、常勤職員の勤務時間に満たない場合に、その時間数で割ったもの。 

 

 

 

 



（４）職員の勤務体制 

職  種 勤務体制 標準的な配置人員 

医師 病院・介護医療院兼務の為２４時間体制になります。  

看護師 
日中 8：30 ～ 17：30 

夜間 17：00 ～ 9：00 

3名 

1名 

介護職員 

早番 7：00 ～ 16：00 

日中 8：30 ～ 17：30 

遅番 9：30 ～ 18：30 

夜間 17：00 ～ 9：00 

1名 

1名 

1名 

1名 

介護支援専門員 日中 8：30 ～ 17：30 1名 

薬剤師 日中 8：30 ～ 17：30  

管理栄養士 日中 8：30 ～ 17：30  

リハビリテーシ

ョンスタッフ 
日中 8：30 ～ 17：30  

 

２．入所対象者 

（１）当施設に入所できる方は、要介護度１以上の方が対象となります。 

（２）入所時に要介護認定を受けている方であっても、入所後に要介護認定者でなくなった 

場合は、施設を退所していただくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．サービス提供の流れ 

入所者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針等については、入所後作成する「施設サー

ビス計画（ケアプラン）」で定めます。「施設サービス計画（ケアプラン」の作成及び変更は、次のと

おり行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①介護支援専門員（ケアマネージャー）が入所者の心身の状態や、生活状況の把握 

（アセスメント）を行い、施設サービス計画の原案の作成や変更を行います。 

②介護支援専門員（ケアマネージャー）は、施設サービス計画の原案について、入所 

者及びその家族等に説明し同意を得たうえで決定します。 

③施設サービス計画は、要介護認定期間内、もしくは心身の状態の変化があった場合、

あるいは入所者及びその家族等の要望に応じ作成し、変更の必要がある場合には、入

所者及びその家族等と協議し、同意を得たうえで、施設サービス計画を変更します。 

④施設サービスが変更された場合は、入所者及びその家族等に対して書面を交付し、 

その内容を確認していただきます。 



４．サービス内容 

サービスの種類 サービスの内容 

食事 

①栄養士（管理栄養士）の立てる献立により、栄養並びに入所者の身

体の状況を考慮した食事を提供します。 

②食事時間は、下記を予定しています。 

朝食 ７：３０～ 

昼食 １１：３０～ 

おやつ １５：００～ 

夕食 １８：００～ 
 

栄養ケアマネジメント 

（１） 利用者の身体の状況や生活上の都合をお聞きし、安心できる

食事の提供のご提案と療養生活に必要な食事環境作りを支援いた

します。 

（２） 利用者やご家族のご意向を良くお伺いした上で、主治医の指

示に基づき、管理栄養士が中心となって食事療養に必要な事項等を

記載した栄養ケア計画を作成します。その後、栄養管理に係る必要

な情報提供や助言並びに食事療養に関する栄養食事相談を行いま

す。 

このサービスの提供に当たっては、利用者さんの要介護状態(要支

援状態)の軽減もしくは悪化の防止、要介護状態になることの予防

になるよう、適切にサービスを提供します。 

入浴 

①入浴または清拭を週２回以上行います。 

入所者の体調等により、当日入浴ができなかった場合は、清拭及び

入浴日の振替にて対応します。 

②寝たきりの状態であっても特殊浴槽を使用して入浴することがで

きます。 

排泄 
排泄の自立を促すため、入所者の身体能力を最大限利用した援助を行

います。 

機能訓練 
入所者の心身等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能の回

復、維持またはその減退を防止するための訓練を実施します。 

健康管理 医師や看護職員が、健康管理を行います。 

その他自立への支援 

①寝たきり防止のため、入所者の身体状況を考慮しながら、可能な

限り離床に配慮します。 

②清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助を

行います。 

口腔衛生管理 

歯科医師または歯科衛生士が、入所者の方のお口の状態を確認し、 

必要に応じて専門的なケアや指導を行います。 

口腔内の清潔保持、むし歯や歯周病の予防、誤嚥性肺炎のリスク低 

減などを目的としています。 

 

 

 

 



５．入所中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、入所者及びその家族の希望により下記の協力医療機関において、診療・治

療等を受けることができます。ただし、下記の医療機関で優先的に治療等が受けられるものではあり

ません。また、下記の医療機関での治療等を義務付けるものでもありません。 

【協力医療機関】 

今井病院 

所 在 地    足利市田中町 100番地 

電話番号    0284-71-0181 

診 療 科    内科、外科、整形外科 等 

【協力歯科医療機関】 

今井病院 口腔外科 

所 在 地    足利市田中町 100番地 

電話番号    0284-71-8686 

診 療 科    口腔外科、一般歯科（非常勤医師） 

※ 医療機関での診療・治療にはマイナンバーカードが必要となります。 

また、治療費は医療機関へ直接支払いとなる場合があります。 

 

 

６．利用料金 

    別添の今井介護医療院利用料金表を参照。 

 

他の介護施設同様に、入所者様を継続して経過観察していく中で、医師の判断により今井病院にて対応

可能な医療処置ＣＴ・ＭＲＩを撮影した場合、新興感染症検査等行った場合には、別途保険請求にてご

請求させて頂きます。 

 

７．利用料等のお支払方法 

毎月末日で集計し、翌日の１０日に請求書を利用者様またはご家族様にお配りします。１階会計窓口

にて下記の時間内にお支払いください。月の途中で退所の場合も翌月１０日以降にお支払ください。 

お支払いをいただきますと、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。 

（１ヶ月に満たない期間の利用料については、利用日数に基づいて計算します） 

月・火・木・金・土曜日 午前８：４５ ～ 午後５：００まで 

水曜日 午前８：４５ ～ １２：００まで 

日曜日・祝日 お休みです。お支払できません。 

利用料等の支払い期限は、翌月（請求書をお配りした月）の月末までとさせていただきます。正当な

理由がないにもかかわらず、支払い期限から１月以上延長し、さらに支払いの督促から３０日以内に

支払いがない場合には、サービス提供の契約を解約した上で、未払い分をお支払いいただくことがあ

ります。 

 

８．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では、契約が満了する期日は特に定めていません。したがって、継続してサービスを

利用することができますが、以下のような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了

し、入所者に退所していただくことになります。 

①施設が施設の療養室の状況と入所者様の身体の状況により退所をお願いする場合。 

②入所者が死亡した場合。 

③要介護認定により入所者の心身の状況が自立または要支援と判断された場合。 

④施設の運営法人が、やむを得ない事由により施設を閉鎖した場合。 



⑤施設の滅失や重大な毀損により、入所者に対するサービスの提供が不可能になった場合。 

⑥施設が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合。 

⑦入所者が病院、介護老人福祉施設、介護老人保健施設等に入所もしくは入院した場合。 

⑧入所者及びその家族から退所の申し出があった場合。 

⑨以下の理由により施設から入所者に対して退所の申し出が行った場合。 

・入所者が、契約期間内にその心身の状況および病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、

または不実の報告を行い、その結果本契約が継続しがたい事情を生じさせた場合。 

・サービス利用料金等の支払いが１ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが

支払われない場合。 

・入所者が故意または過失により事業者もしくはサービス従事者もしくは他の利用者の生命・身

体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しが

たい事情を生じさせた場合。 

・入所者が自傷行為や自殺のおそれが極めて高く施設においてこれを防止できない場合及び入所者

が法令違反その他秩序破壊行為をなし、改善の見込みがない場合。 

 

９．入所者が外泊された場合の取扱いについて 

外泊中は居住費等を徴収します。 

 

 

１０．円滑な退所のための援助について 

入所者が当施設を退所する場合には、入所者及びその家族の希望により、施設は入所者の心身の状況、

置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を入所者及びその家族に対して

速やかに行います。 

・適切な病院もしくは介護老人福祉施設等の紹介 

・居宅介護支援事業所の紹介 

・その他保健医療サービスまたは福祉サービス事業者の紹介 

当施設の相談窓口担当者・職種 
氏  名 ： 中村和江 

職  種 ： 介護支援専門員 

 

１１．損害賠償について 

当施設において、施設の責任により入所者に生じた損害については、施設はその責任の範囲において

その損害を賠償します。ただし、その損害の発生については、入所者が故意または過失が認められる

場合には、その程度に応じて施設の損害賠償責任は軽減されます。 

 

１２．高齢者虐待防止について 

当施設は、入所者の人権擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

①虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 
氏  名 ： 阿保友江 

職  種 ： 看護師 

②成年後見制度の利用を支援します。 

③苦情解決体制を整備しています。 

④スタッフに対する人権擁護、虐待防止を啓発するための研修を実施しています。 

⑤スタッフが支援にあたっての悩みや苦悩を相談できる体制を整えるほか、スタッフが入所者等の

権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

⑥サービス提供中に、当施設のスタッフまたは養護者（現に擁護している家族・親族・同居人等）



による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかにこれを安足健康福祉センター

等に通報します。 

 

１３．非常災害対策について 

①当施設に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取組を行います。 

災害対策に関する担当者 防火管理者   田沼啓之 

② 感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務

継続計画に従って必要な措置を講じます。 

③ 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

④ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１４．事故発生の防止及び事故発生時の対応について 

①事故が発生した場合の対応、事故発生防止のための指針を整備します。 

②事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実を報告し、その

分析を通じた改善策についての研修をスタッフに対し定期的に行います。 

③事故発生防止のための委員会及びスタッフに対する研修を定期的に行います。 

④施設は、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は速やかに安足健康福祉セン

ター、入所者の家族に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 

⑤施設は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置を記録します。 

⑥施設は、入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行います。 

 

１５．緊急時の対応について 

当施設において、サービス提供を行っている際に入所者に病状の急変が生じた場合は、速やかに医

師及びあらかじめ定めている協力医療機関へ連絡及び必要な措置を講じます。 

 

１６．衛生管理について 

①施設の用に供する給食施設、食器、その他の設備または飲用に供する水について、衛生的な管理

に努め、衛生上必要な措置を講じます。 

②施設において感染症の発生またはまん延しないように必要な措置を講じるとともに、食中毒及び

感染症の発生防止するための措置について、必要に応じて安足健康福祉センターの助言・指導を

求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



１７．秘密の保持と個人情報保護について 

① 入所者及びその家族に関する 

秘密の保持について 

① 施設は、入所者またはその家族の個人情報について「個人情

報保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介

護関係者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。 

② 施設及びスタッフは、サービス提供をする上で知り得た入所

者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしま

せん。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了

した後においても継続します。 

④ 施設は、スタッフに業務上知り得た入所者またはその家族の

秘密を保持させるため、スタッフである期間及びスタッフで

なくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、ス

タッフとの雇用契約の内容とします。 

② 個人情報の保護について 

① 施設は、入所者及びその家族に関する個人情報が含まれる記

録物については、善良な管理者の注意をもって管理し、また

処分の際にも第三者への漏えいを防止するものとします。 

② 施設が管理する情報については、入所者の求めに応じてその

内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加ま

たは削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目

的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。 

 

１８．個人情報の取り扱いについて 

私（利用者）、及びその家族の個人情報については、以下に記載するとおり必要最小限の範囲内で使用す

ることに同意をお願い致します。 

１．使用する目的 

（１） 施設サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議及

び介護支援専門員との連絡調整等において必要な場合 

（２） 利用者が他施設等に入所されることに伴う必要最小限度の情報の提供 

（３） 在宅療養をサポートする病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護事業所その他の関係

者と連携を図るため、医療従事者や介護従事者その他の関係者が共有すべき介護情報を含む個人情報の

提供 

２ 使用にあたっての条件 

（１）個人情報の提供は、１に記載する目的の範囲内で、必要最小限に留め、情報提供の際には関係者

以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

（２）事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。 

 

３ 個人情報の内容（例示） 

（１）氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、事業者がサービスを提供するために最小限必要な利

用者や家族個人に関する情報。 



（２）その他の情報 

※「個人情報」とは、利用者個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が 

識別され、又は識別され得るものをいいます。 

４ 写真等の掲示について 

（１）レクリエーション等で撮影した写真等を施設内に掲示することがあります。同意いただける場合

は、下記の□にチェックを入れてください。 

    □ 施設内に利用者様の写真等を掲示することに同意します。 

 

１９．記録の整備について 

①当施設は、各サービス、スタッフ、会計等に関する諸記録を整備します。入所者に関する諸記録

については、サービス提供を行った日から最低５年間は保管管理します。 

②入所者及びその家族は、施設に対して保管しているサービス提供記録等の閲覧及び複写物の交付

を請求することができます。 

 

２０．身体拘束等について 

当施設は、身体拘束委員会を設置しています。原則として入所者に対して身体拘束を行いません。

ただし、入所者または他人の生命・身体に対して危険が及ぶため、緊急やむを得ない場合には、入所

者及びその家族等に対して説明し同意を得た上で、次に掲げる事項に留意し、必要最小限の範囲で行

うことがあります。身体拘束等を行う場合には、次の手続きにより記録します。 

①「身体拘束に関する説明書及び同意書」に身体拘束にかかる様態及び時間、その際の入所者の心

身の状況並びに緊急やむを得なかった理由等を記録します。 

（1）緊急性・・・・直ちに身体的拘束が行わなければ、入所者本人または他人の生命・身体に

危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（2）非代替性・・・身体拘束以外に、入所者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことを

防止することができない場合に限ります。 

（3）一時性・・・・入所者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことがなくなった場合は、

直ちに身体拘束を解きます。 

②入所者またはその家族に説明し、その他方法がなかったか改善方法を検討します。 

③身体拘束の解除（改善方法）、期間の見直し等について、最大１月に１回は検討を行い、入所者ま

たはその家族に説明を行います。 

 

２１．褥瘡防止について 

当施設は、入所者に対し良質なサービスを提供する取組として、褥瘡が発生しないような適切な介

護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備します。 

 

２２．相談・苦情窓口について 

① 苦情処理の体制及び手順 

提供したサービスにかかる入所者及びその家族からの相談または苦情を受け付けるための窓口を設

置しています。相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制手順は以下のとおりです。 

（1） 相談及び苦情の対応 

相談または電話があった場合、原則として管理者が対応する。 

管理者が対応できない場合、他の職員でも対応するが、その旨を管理者に直ちに報告する。 

（2） 確認事項 



相談または電話については、次の事項について確認する。 

⇒ 相談または苦情のあった利用者の氏名、担当したスタッフの氏名（利用者が分かる場合）、 

具体的な苦情・相談の内容、その他参考事項 

（3） 相談及び苦情処理期限の説明 

相談及び苦情の相手方に対し、対応した職員の氏名を名乗るとともに相談・苦情を受けた内容 

について、回答する期限を併せて説明する。 

（4） 相談及び苦情処理 

概ね次の手順により、相談及び苦情について処理する。 

ア 施設内において、管理者を中心として相談・苦情処理のための会議を開催する。 

イ サービスを提供したスタッフから概況説明 

ウ 問題点の整理、洗い出し及び今後の改善策について検討を行う。 

エ 文書により回答を作成し、管理者等が事情説明を利用者に対して直接行ったうえで、 

文書を渡す。 

オ 概要をまとめた上で、施設内に保管する。 

 

② 相談・苦情の窓口 

【事業者の窓口】 

今井介護医療院 

所在地    足利市田中町 100番地 

担当者    上原 英輔 

電話番号  ０２８４（７１）０１８１ 

受付時間  ９時００分 ～ １７時００分 

【市町村（保健者の窓口】 

足利市役所 福祉部 元気高齢課 

所在地    足利市本城 3丁目 2145 

電話番号  ０２８４（２０）２１３６ 

受付時間  ９時００分～１７時００分（土日祝は休み） 

【公的団体の窓口】 

栃木県国民健康保険団体連合会 

介護福祉課介護サービス担当 

所在地    宇都宮市本町 3-9 栃木県本町合同ビル６階 

電話番号  ０２８（６４３）２２２０ 

受付時間  ９時００分～１７時００分（土日祝は休み） 

 

２３．その他施設サービス利用における留意事項について 

・消灯時間は、２１時００分とします。 

・同室の方との食べ物の交換、持ち込みはご遠慮下さい。（食事療法実施の方のためです） 

・感染対策のため、生花の持ち込みは禁止しています。 

・ハサミ等刃物の持ち込みはご遠慮下さい。 

・火気の取扱いについては、防火管理上使用を禁止します。 

・入所中は禁酒、禁煙です。（施設内は禁煙です） 

・携帯電話での通話及び音の出る操作は病室内ではお控えいただき、指定の場所にて 

お願いします。 

・自家用車の駐車はご遠慮下さい。 

・病室に必要以上の金品の保管はしないで下さい。貴重品若しくは、それに準ずる物に 

ついては、自己管理となります。紛失や破損に関しては、当施設は責任を負いかねます。 

・医療機関へ受診（ご家族様が眼科等にお薬を取りに行く場合を含む）を希望される際は、必ず申

し出てください。 

・他入所者への迷惑行為は行わないでください。 

・当介護医療院において所定の感染対策を行っているにもかかわらず、入所者が新型コロナウィル



ス等の感染症に感染してしまう可能性はございます。 

  様々な感染対策の実施、ご面会の制限、入居者及び職員の体調観察など最大限の注意を払ってお

りますが、無症状の感染者から感染を防ぐことは困難です。 

感染症の発症者が出た段階での一時帰宅や他施設への移動（退院含む）は出来ません。 

様々な疾患を持っている為に感染すると重症化しやすくなります。 

感染時の対応として入居者が陽性と判断された場合当介護医療院感染対策規定に沿った対応を行

わせて頂きます。 

   

２４．ハラスメント対策について 

  ①当施設は、利用者又はその家族等からの言動のうち、社会通念上相当な範囲を超える要求又は言

動により、職員の就業環境を害するおそれのある行為（以下「カスタマーハラスメント」という。）

について、職員の安全及び尊厳を確保し、適切な介護サービスを継続的に提供するため、組織と

して必要な対応を行うものとする。 

②前項に定めるカスタマーハラスメントには、次に掲げる行為を含むものとする。 

ただし、これらに限られるものではない。 

（１）暴言、威圧的な言動、人格を否定する発言 

（２）理不尽な要求（業務外のサービスの強要） 

（３）体に触る、性的な話をする、個人的な情報を聞きだそうとする等の行為（セクシャルハラス

メント） 

（４）合理性を欠く長時間の拘束や職員の就業環境を著しく害する行為 

  （５）正当な理由なく、権威を振りかざし要求を通そうとする、お断りをしても執拗に特別扱いを

要求する。または文書等での謝罪や土下座を強要する行為 

  （６）暴力等（殴る・蹴る・つねる・物を投げつける・つばを吐く等身体的苦痛）の行為 

③当施設は、職員が安心して相談できる相談体制を整備し、職員研修や対応マニュアルを整備して、

必要に応じて法人本部、関係機関等と連携しながら対応するものとする。 

④当施設は、カスタマーハラスメントが発生した場合、複数名による対応、事実関係の記録、管理

者への報告等を行い、状況に応じて適切な対応を講ずるものとする。 

⑤カスタマーハラスメントが継続し、又は著しく悪質であると認められる場合には、サービス提供

方法の見直しやサービス提供を停止する場合があり、必要に応じて利用者又はその家族等と協議

を行うことがある。 

 

２５．面会時間について 

・面会時間は、午後３時００分 ～ 午後５時００分までとします。 

・他の入所者様にご迷惑にならないよう、お静かにお願い致します。 

・お子様（14歳以下）を連れてのご面会は、院内感染防止の為、ご遠慮いただいております。 

・発熱中、体調不良の方による面会は他の患者様への感染予防の観点からご遠慮下さい。 

 


